
 

  

 

 

 

 

報道関係者各位 

 

 

灯油助成券の利用期限の延長を行いました 

 

 令和７年度生活困窮世帯等灯油助成券及びお米券臨時配付事業における「灯油助成券」について、

現在までの状況を踏まえ、灯油助成券の利用期限を延長しました。 

 

 利用期限の延長に伴い、次のとおりスケジュールを変更しました。 

 

  【灯油助成券の利用期限】 

    令和８年４月１５日（水） → 令和８年６月３０日（火）まで 

     

 また、灯油助成券の利用期間延長に協力いただける取扱店舗を県ホームページへ掲載しました。 

 

 ○協力給油取扱店舗数   

４月１５日まで ２２５店舗  →  ６月３０日まで １５７店舗 

  （４月１５日まで協力いただいている店舗の全てが対象店舗ではありません。） 

 

※お米券の利用期限は令和８年９月３０日（水）まで。（変更なし） 
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